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■
行
政
相
談

と
き　

▽
10
月
７
日
（
木
）
午
後

１
時
30
分
〜
４
時　

▽
10
月
13
日

（
水
）
午
後
１
時
30
分
〜
４
時　

▽
10
月
25
日
（
月
）
午
後
１
時
30

分
〜
４
時

と
こ
ろ　

▽
7
日
／
市
役
所
１
階

市
民
談
話
室　

▽
13
日
／
輝き

な
ん

せ
鳥
取　

▽
25
日
／
ト
ス
ク
本
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
行
政
評
価

事
務
所
（
☎
24̶

５
５
４
１
）

　

■
心
の
相
談

と
き　

毎
週
水
曜
日　

午
後
2
時

〜
４
時

と
こ
ろ　

市
立
病
院
メ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク
外
来　

相
談
内
容　

人
間
関
係
や
仕
事
上

で
の
悩
み
ご
と
な
ど

※
市
立
病
院
総
合
受
付
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
（
的

場
一
丁
目
・
☎
37̶

１
５
２
２
）

予
約
受
付　

９
月
21
日
（
火
）
午

前
８
時
30
分
〜
（
先
着
順
）

申
し
込
み
先　

男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
（
☎
24̶
２
７
０
４
）

　

■
司
法
書
士
法
律
相
談

■
法
の
日
週
間　

　

鳥
取
県
弁
護
士
会
法
律
相
談

　

■
法
務
行
政
相
談

■
鳥
取
県
行
政
書
士
会
相
談

と
き　

10
月
５
日
（
火
）
午
前
10

時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

鳥
取
地
方
家
庭
裁
判
所

定
員　

25
人
程
度（
当
日
受
付
順
）

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
弁
護
士

会
（
☎
22̶

３
９
１
２
）

と
き　

10
月
１
日
（
金
）
午
後
１

時
〜
４
時

と
こ
ろ　

鳥
取
県
司
法
書
士
会
会

館
１
階
（
西
町
一
丁
目
）　

相
談
内
容　

登
記
・
相
続
・
不
動

産
・
会
社
設
立
・
破
産
・
訴
訟
書

類
の
作
成
な
ど
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
司
法
書

士
会
（
☎
24̶

７
０
１
３
）

と
き　

10
月
７
日
（
木
）
午
前
10

時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
２
階
会

議
室　

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
地
方
法
務

局
総
務
課
（
☎
22̶

２
２
９
１
）

と
き　

10
月
６
日
（
水
）
午
前
10

時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
市
民
談
話

室

内
容　

官
公
署
へ
の
許
認
可
申
請

書
の
作
成
、相
続
な
ど
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
行
政
書

士
会
東
部
支
部
（
☎
21̶

１
４
６

１
）

　

■
不
動
産
相
談

と
き　

９
月
22
日
（
水
）
午
前
10

時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

鳥
取
市
役
所
本
庁
舎
１

階　

市
民
談
話
室

相
談
内
容　

不
動
産
取
引
全
般

問
い
合
わ
せ
先　

社
団
法
人
全
日

本
不
動
産
協
会
鳥
取
県
本
部
（
☎

29̶

５
４
１
１
）

■問い合わせ先　鳥取社会保険事務所（☎27ー8311）

　国民年金保険料の納め忘れがあ
ると、将来受け取る老齢基礎年金
の額が減額されたり、受けられな
くなったりすることがあります。
また、もしものときの障害基礎年金や遺族基礎年
金が受けられなくなることがあります。
　このようなことのないよう、社会保険事務所で
は、国民年金制度のご説明や保険料の納め忘れ期
間などについてのご案内を行っています。

電話によるご案内
　国が委託した業者や社会保険事務所職員が電話
による納付のご案内を行っています。平日だけで
なく、土曜・日曜・夜間にも行っています。なお、
業者に委託するにあたっては、法律に基づき、プ
ライバシーの保護に万全を期しています。

　非常勤の国家公務員である国民年金推進員や社会
保険事務所職員が身分証明書を携帯のうえ各家庭を
訪問し、納付のご案内を行っています。平日だけで
なく、土曜・日曜・夜間にもお伺いしています。

戸別訪問によるご案内

　地域や土地によって評価額
に対する税負担に格差がある
（同じ評価額の土地であって
も税額を算出する基となる課
税標準額が異なる）のは、税
負担の公平の観点から問題が
あるため、平成９年度以降、
負担水準（評価額に対する前年度課税標準額の割
合）の均衡化を図る調整措置がとられています。

　具体的には、負担水準の高い土地は引き下げた
り据え置いたりしている一方、負担水準の低い土
地は緩やかに引き上げて、負担水準の均衡化を図
る仕組みとなっています。このため、負担水準の
低い土地については、評価額が下がっても税額が
上昇することがあります。

【固定資産税】

■問い合わせ先　固定資産税課（☎20ー3132）

土地(宅地など)の課税標準額の調整措置

クマなどとの出会いに
ご注意ください！

　最近、市内の山林で、クマを目撃した
との情報が寄せられています。
　山林に入る場合には、携帯ラジオを流
したり、鈴などを身に付けましょう。
　山の動物たちは、人との出会いをいやがります。

■問い合わせ先　危機管理室（☎20－3118）

秋の行楽シーズン
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